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１１月は 
Ｓマーク標準営業約款 
普及登録促進月間です 

Ｓマークは、厚生労働大臣認可の標準営業約

款に従って営業しているお店の表示であり、

「安心・清潔・技術」をお約束するマークです。 
 

 毎年１１月は「標準営業約款普及登録促進月

間」として、多くのみなさまにＳマークを知っ

ていただくための広報活動をしております。 

 

 今回、京都誌の魁として京阪神を中心にひろ

く全国で購読されています白川書院発行の 

「月刊京都」１２月号に広報掲載いたしまし

た。是非ご覧ください。 

今年のポスターは 
 

津軽三味線プレーヤー 

上妻
あがつま

 宏光
ひろみつ

さん 
 
1973年生まれ、茨城県出身。 
６歳で津軽三味線を始めてから数々の大会で優勝。 
三味線という伝統楽器の新しい可能性追求のためロック

バンド「六三四（MUSASHI）」に参加し、国内外を問わ
ず活躍。最近ではソロ活動や様々なセッションへの参加、

CM出演など、幅広い活動で注目を集めている。 
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健康保険法等の一部を改正する法律が平成 14年 7月 26日に成立しました。 
主な改正部分を取り上げましたのでご参考にしてください。 

Ⅰ 高齢者医療制度の改革  

１ 患者負担の見直し（平成１４年１０月実施） 

(1) ７０歳以上の高齢者の患者負担は定率１割負担とする（ただし一定以上の所得の者は定率２割負担）。外来の月額上限制及

び診療所における定額負担選択制は廃止。 (2) 自己負担限度額について、低所得者に配慮しつつ見直し。 

（参考）  自己負担限度額等の見直し（７０歳以上の高齢者）（月額） 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

２．老人医療費拠出金に係る見直し＜平成 14年 10月実施＞ 

（１） 老人医療の対象年齢を 70歳以上から 75歳以上に 5年間で段階的に引上げ 
（２） 公費の負担割合を 3割から 5割に 5年間で段階的に引上げ  

Ⅱ 医療保険制度の改革  

１．保険給付（患者負担）の見直し 
（１） 7割給付で保険間の給付率を統一＜平成 15年 4月実施＞ 
（２） 外来薬剤一部負担の廃止＜平成 15年 4月実施＞ 
（３） 3歳未満乳幼児にかかる給付率は 8割＜平成 14年 10月実施＞ 
（４） 自己負担限度額について、低所得者に配慮しつつ見直し＜平成 14年 10月実施＞ 
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改正健康保険法  

【現行制度】 

  外来 入院 

一般 37,200円 

住民税非課税 24,600円 低 
所 
得 
者 

老福年金受給者 

3,000円 
(大病院 5,000円) 

14年 4月から 
それぞれ 3,200円、 

5,300円を予定 15,000円 

 
【改正】 

 外来(個人ごと) 自己負担限度額 

一定以上所得者（注 1） 40,200円 
72,300円 

+1% 
(40,200円) 

一般 12,000円 40,200円 

II 24,600円 低 
所 
得 
者 

I(対象拡大：注 2) 
8,000円 

15,000円 

 

一定以上所得者は、現役世代の

平均的収入以上の所がある者。 

(注 1) 

（
年
収
例
） 

単独世帯（年金の

み）：約３８０万円程

度以上夫婦２人世帯

（年金＋給与）：約６

３０万円程度以上 

(注 2) 低所得者 Iは、対象者の範囲を全
体の約 0.7％（老齢福祉年金受給
者）から約１５％程度に拡大。 
（収入が年金のみの場合）単独

世帯：約６５万円以下、夫婦 
２人世帯：約１３０万円以下。 

(備考) ・「１％」は、一定の限度額を 
超えた医療費の１％。 
・（ ）内の額は、多数該当の 
場合（４月目以降）。 

 



 

給付率の見直し 

 

 

 

 

 

 

２．保険料の見直し＜平成 15年 4月実施＞ 

  （１） 被用者保険（一般に社会保険の健康保険）について、賞与に対しても標準報酬（月収） 
と同様に保険料を賦課する総報酬制を導入 

      ※  保険料賦課対象の上限 月収 98万円、賞与（一回当たり）200万円  

      ※  退職者拠出金の算定基礎についても総報酬に変更 

   （２） 政府管掌健康保険（社会保険の健康保険）の保険料率の見直し 

総報酬制の下で保険料率を 1000分の 82とする。（現行 1000分の 84） 

  補足※月々については 8.4％⇒8.2%に下がるように見えるが、総報酬制のため、 
  賞与は現行の 0.3%が、⇒8.2％に上がることとなり実際にはかなり増加する可能性が高い。 
        賞与比率の高い会社については、手取額がかなり減少することとなる。 

         ②中期的に保険財政の均衡が図られるよう、少なくとも２年ごとに収支両面の見直し。 

３．国民健康保険制度の財政基盤の強化 

    （１） 保険料（税）の算定方法の見直し＜平成 15年 4月実施＞ 
所得控除額について、住民税等と整合的なものとし、負担の公平を図る 

・ 青色専従者給与等控除及び長期譲渡所得等特別控除の適用 

・ 給与所得特別控除及び公的年金等特別控除の廃止 

（２）保険料の徴収事務の私人委託＜平成 15年 4月実施＞ 

保険料の徴収事務をコンビニエンス･ストア等に委託することを可能とする。 

Ⅲ その他  

■ 社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理

体制の見直しに関して、概ね 3年を目途に所要の処置を講ずる。  
■ 政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化に関して、概ね 3年を目途に所要の処置
を講ずる。  

■ 事業所単位となっている健康保険の届出事務について、本社での一括手続きを認める。 

被用者保険     国保 
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SEEL・INFORMATION（お知らせ） 
 

◆クリーニング業務従事者講習の開催について◆ 
今回の講習対象者の方にはすでに案内を郵送しております。受講申し込み・お問い合わせは、当センターまでお願いします。 
※ 講習受講料は４５００円です。 
 

日 時 
平成１４年１２月１５日（日） 

会 場 

京都社会福祉会館 
（京都市上京区堀川通丸太町下る西入る） 

 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
【使い方】 
セルにある数値の足し算をしたい時に使います。 
もっとも使用頻度の高い関数です。 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

   

  

   

 マイクロソフト「エクセル」（表計算ソフト）は、今やほとんどの 
パソコンに入っています。このエクセルをよりよく活用するためには、

エクセル関数というものをある程度覚えておく必要があります。 
このコーナーで少しずつ取り上げていきますので、お役立て下さい。 

合計（SUM関数） 
＝SUM（セル範囲） 

「＝SUM」の後ろの（ ）の中で、 
どこからどこまでのセルの数字を合計するの

かを指定します。 
左表の B15(合計額を表示している)セルには 

「＝SUM（B3：B14）」と入力されています。 
これは 

B3～B14まで全てのセルの数字を合計して、
ここに表示。ということを示しています。 
「～」の部分が「：」で表されているだけです。 
２つ数値を足すだけなら「，」を使います。 

「＝SUM＝（B3，B14）」なら 1月と 12月の
売上が合計され、解は 2900000となります。 
 
■最もよく使う関数のため、左表○部分のΣを使うと

素早く入力できます。まず合計を出すセルを選択し、

Σをクリック。すると「合計する部分はこの範囲です

か？」という意味で、一定部分が点線で囲まれます。

大抵の場合は当たっているのでそのままで良いです

が、違う場合は合計したいセル全体を選択してOKすれ

ば合計が出ます 

この SUM関数のみで様々な合計ができるので、売上管

理や給与管理など幅広く応用して是非お使い下さい。 

その② 

 当センター人事異動のお知らせ 

生田茂樹 ８月３１日付 退職 

福島真弓
９月 １日付 役職変更 
嘱託職員 ⇒ 経営指導員 

 遅くなりましたが、以上の通り異動がありました。 
 今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

京都府生活衛生営業指導センター 
ＴＥＬ （０７５）７２２－２０５１ 


